
総社市告示第２５号 

 

総社市重症心身障がい児者等レスパイトサービス拡大促進事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  

平成２９年３月２２日 

  

                         総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市重症心身障がい児者等レスパイトサービス拡大促進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，重症心身障がい児者等（重症心身障がい児，重症心身障がい者，療養介護対象者及び

遷延性意識障がい者等をいう。以下同じ。）が市内で安心して生活できるよう，レスパイトサービス（在

宅で重症心身障がい児者等の介護を行う家族の負担軽減のために実施される短期入所をいう。）の整備及び

充実を図るため，予算の範囲内において，短期入所事業所の設置者に対し補助金を交付することについて，

総社市補助金等交付要綱（平成１７年総社市告示第６号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

（１）重症心身障がい児 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第２項に規定する重症心身

障害児をいう。 

（２）重症心身障がい者 次の全ての要件に該当する障がい者又はこれに相当すると市長が認める障が

い者をいう。 

ア 療育手帳の障がいの程度がＡに該当すること。ただし，身体障がいとの合併により，当該障が

いの程度に判定されている場合を除く。 

イ 身体障害者手帳（肢体不自由）の等級が１級又は２級に該当すること。ただし，肢体不自由以

外の身体障がいとの合算により，当該等級に認定されている場合を除く。 

ウ 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」が「全面的な支援が必要」に該当すること。 

（３）療養介護対象者 障害支援区分６に該当し，気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行って

いるもの，又は障害支援区分５以上に該当し，進行性筋萎縮症に罹患しているものをいう。 

（４）遷延性意識障がい者等 障害支援区分１若しくは障害児支援区分１以上であって，厚生労働大臣

が定める基準（平成１８年厚生労働省告示第２３６号）に適合すると認められた遷延性意識障害者

等若しくはこれに準ずる障害者等，又は障害支援区分１若しくは障害児支援区分１以上であって，

医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断され

た障がい者等をいう。 

（５）短期入所事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第２９条第１項の規定による指定を受けた同法第５条第８項に規定する短期入所を

行う事業所をいう。 

（６）医療型短期入所事業所 短期入所事業所のうち，医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の

５第１項に規定する病院，同条第２項に規定する診療所又は介護保険法（平成９年法律第１２３号）

第８条第２８項に規定する介護老人保健施設が実施するものをいう。 

（７）福祉型短期入所事業所 医療型短期入所事業所以外の短期入所事業所をいう。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，岡山県内に所在する短期入

所事業所の設置者が実施主体となり，市内に居住する重症心身障がい児者等を受け入れて行う短期入

所の事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，実施主体が次の各号のいずれかに該当する場合は，補助事業から除く。 

（１）暴力団（総社市暴力団排除条例（平成２３年総社市条例第１５号。以下「暴排条例」という。）

第２条に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）次のいずれかに該当する者が，当該団体の役員である団体 

  ア 暴力団員等（暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等

をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団又は暴力団員等の統制下にある者 



ウ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（３）前号のいずれかに該当する者が，当該団体の経営に実質的に関与している団体 

（４）暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する団体 

 （補助金の額等） 

第４条 市長が交付する補助金の額は，別表の短期入所事業所の区分に応じ，補助基準額に利用日数を

乗じて得た額の合計額とする。 

２ 前項の規定による補助金の額の算出に当たっては，次の各号によるものとする。 

（１）同一の年度における同一の重症心身障がい児者等に係る補助金については，６０日を利用日数の

上限とする。 

（２）市長は，同一の年度に同一の重症心身障がい児者等が，短期入所事業所の区分にかかわらず，２

以上の短期入所事業所を利用し，その利用日数の合計が６０日を超える場合は，補助金額算出に係

る利用日数の合計が６０日以内となるよう，按

あん

分により利用日数の割り振りを行うものとする。 

 （実施事業者の承認等） 

第５条 補助事業を実施しようとするもの（以下「申請者」という。）は，総社市重症心身障がい児者等レ

スパイトサービス実施事業者承認申請書を市長に提出するものとする。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その内容を審査し，承認又は不承認を決定の上，

総社市重症心身障がい児者等レスパイトサービス実施事業者承認（不承認）通知書により申請者に通知す

るものとする。 

３ 市長は，前項の規定による承認通知を受けたものが，第１０条各号のいずれかに該当する場合には，承認を

取り消すことができる。 

 （報告等） 

第６条 市長が必要と認めるときは，前条の規定による実施事業者の承認を受けたもの（以下「補助事業

者」という。）に対し，補助事業の遂行の状況について報告を求め，又は必要な調査を行うことがで

きる。この場合において，補助事業者は，これに協力しなければならない。 

 （中止又は廃止承認申請） 

第７条 補助事業者は，補助事業を中止又は廃止しようとするときは，総社市重症心身障がい児者等レ

スパイトサービス事業中止（廃止）承認申請書を市長に提出し，その承認を受けなければならない。 

（交付申請） 

第８条 補助事業者は，補助事業が完了したとき（補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含

む。）は，総社市重症心身障がい児者等レスパイトサービス補助金交付申請書に次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

（１）収支精算書 

（２）実施状況報告書 

（３）収支決算書（歳入歳出決算書） 

（４）前３号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

 （交付決定等） 

第９条 市長は，前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは，その内容を審査し，交付

又は不交付を決定の上，総社市重症心身障がい児者等レスパイトサービス補助金交付（不交付）決定

通知書兼補助金額確定通知書により補助事業者に通知し，補助金を交付するものとする。 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは，補助金の交付の決定

を取り消し，既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。 

（１）虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２）実施する補助事業が不適当であると認められるとき。 

（３）法に基づく勧告，命令等の措置を受ける等，その運営が著しく適正を欠いていると認められると

き。 

（４）その他法令又はこの要綱に違反したとき。 

（５）第３条第２項各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

（帳簿等の保存） 

第１１条 補助事業者は，この補助金の交付に関する帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日（事業の中

止又は廃止の承認を受けた場合は，当該承認通知を受けた日）の属する年度の終了後５年間保存しな

ければならない。 

２ 補助事業者が法人その他の団体である場合であって，前項に規定する帳簿及び証拠書類の保存期間が満了し



ない間に当該団体が解散する場合は，その権利義務を承継するもの（権利義務を承継する者がいない場合は市

長）に当該帳簿及び証拠書類を引き継がなければならない。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この告示は，平成２９年４月１日から施行する。 

別表（第４条関係） 

短期入所事業所の区分 補助基準額 利用日数 

医療型短期入所事業所 12,000円（ただし，平成29年4月1日から平成31年3月31

日までの間に短期入所事業所の指定を受けた事業所にあ

っては，当該指定の年度から5か年度の間は，18,000円と

する。） 

総社市内に居住す

る重症心身障がい

児者等による短期

入所の利用日数 

福祉型短期入所事業所 5,000円 

 


